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議題 5：在籍型出向に係る今後の取組及び効果的な実施について  

ポイント 

雇用シェア（在籍型出向）による雇用維持促進の取組イメージ（ポンチ絵）参照 

【これまでの取組】 

・山形県及び産業雇用安定センターと労働局／ハローワークが連携した取組を実施。

・令和３年 10 月以降「総括連絡会議」(労働局・県・産雇センター)及び「地域連絡会議」

(ハローワーク・産雇センター)を開催し、好事例の共有や、送出・受入企業の開拓、産雇

センターとハローワーク同行による企業訪問を実施(ハローワークやまがた取組事例参

照)し、産業雇用安定助成金を活用したマッチング支援を展開。

・社会保険労務士会学習会へ参加し、産業雇用安定助成金の活用促進（周知・広報）を依頼。 

・山形労働局ＨＰへ「在籍型出向支援ページ」を立ち上げ

「https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/newpage_00411.html」

【今後の取組】 

・在籍型出向は、一時的な人材移動による雇用維持に加え、労働者の「出向先での業務経

験による知識・スキルの向上」、「人的ネットワークの向上」が期待できる点につい

て、経営指導等の場面を活用して周知いただけるよう金融機関へ依頼。

・「産業雇用安定助成金を活用した出向マッチング支援」について、商工会議所、商工会等

の経営者団体、基礎自治体等の広報誌に掲載を依頼（各地方自治体、事業主団体等に依頼

する周知文〈詳細バージョン〉〈簡略バージョン〉参照）。 

・社会保険労務士会、行政機関等と連携し、「在籍型出向「基本がわかる」ハンドブック

(第2版)」を活用した周知・広報を実施。

【 協 議 事 項 】 

・広報機会のさらなる拡大を図るため、①プロフェッショナル人材戦略拠点（内閣官房まち・

ひと・しごと創生本部事務局所掌：山形県企業振興公社）、②よろず支援拠点（経済産業

省所掌：山形県企業振興公社）に協議会構成員として参画を要請したい。

https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/newpage_00411.html


雇用シェア(在籍型出向)による雇用維持促進の取組イメージ

令和３年11月
山形労働局 職業安定部 職業対策課

山形労働局
産業雇用

安定センター
山形事務所

ハローワーク

総括連絡会議

◆ 双方の業務を知る機会の提供

◆ 地域連絡会議の状況把握

山形県

地域連絡会議

村山地域11/17
(山形･村山･寒河江)

置賜地域10/26
(米沢･長井)

庄内地域10/28
(酒田･鶴岡)

最上地域10/27
(新庄)

◆ 出向の情報や
ノウハウ・好事例の共有

◆ 送出企業の開拓
（ニーズの把握）

◆ 受入企業の開拓

◆ 同行による企業訪問

◆ マッチング支援
（産業雇用安定助成金の

活用促進）金融機関行政機関

社会保険労務士会

◆ 在籍型出向による雇用維持促進の啓発

◆ 産業雇用安定助成金の周知・広報

（ ）内は管轄ハローワーク



産業雇用安定助成金を活用した雇用維持の事例について 

山形 公共職業安定所 

産業雇用安定センター（以下：産雇センター）との情報共有・連携によるグループ企業間 

の産業雇用安定助成金（以下：産雇金）の活用事例について 

（令和 3年 8 月 1 日付、独立性が認められない事業主間で行う出向に係る特例対象） 

【対象企業】旅行業 A 社から電気機械器具製造業 B社への在籍型出向実施による産雇金の 

活用。 

【経緯】出向元である A 社は、海外・国内の個人・団体旅行の企画・代理店業務の他、航空 

会社の業務委託（空港内全路線のハンドリング（＝航空機の誘導、貨物の搭載・搬出） 

事業を行っていたが、コロナ感染症拡大防止策の一環として旅行自体の制限により、航空 

旅客取扱量が大幅に減少した結果、特にハンドリング事業について雇用過剰の状況。 

先ずは雇用維持を最優先として産雇センターに相談したところ、グループ企業の B社が 

受入（出向先）企業情報にあったため、双方の企業間におけるマッチングを実施。 

【取組内容】 

① 令和 3 年 11 月 2日（火）：産雇センター菅原所長（以下：産雇センター所長）来所

上記【経緯】についての説明と併せ、4 者一同（所・産雇センター、A 社・B 社）の

機会を設け、A 社・B 社に産雇金制度についての説明要請あり。日程調整・セッティ

ングは産雇センターで行うとのこと。

② 令和 4 年 11 月 4日（木）：4 者一同の日程を電話確認。令和 3年 11月 19 日（金）

16：00 開催決定。その際、出向計画の進捗状況について確認したところ、出向時期・ 

対象者人数の検討段階であり詳細まで決まっていない状況。

③ 令和 3年 11月 10日（水）：局対策課の菅原主任より本日開催の「よくわかる！在籍

出向型（雇用シェア）セミナー」に A社に産雇センター所長が同行して参加。その

際、独立性が認められない事業主間の支給要件について相談があり、計画届出等詳細

については山形所で確認するよう説明した旨、山形所に情報提供あり。

④ 令和 3年 11月 17日（水）：第一回 村山地域在職型出向等支援連絡会議の際、産雇

センター所長よりＡ社からの産雇金制度の疑義について、事前回答書の提供受け。

併せて明後日の 4 者一同の打合わせ時の次第進行について確認。 

⑤ 令和 3年 11月 19日（金）：産雇センター所長と同行訪問（所：管理部長・適用課長）

産雇金関係資料（ガイドブック・ＦＡＱ、ハンドブック等）を持参・配布し、A社・ 

B 社における支給要件と受給の手続き、計画届出の際の確認資料の説明と併せ、⑤Ａ

社への回答書について補足。また、様式第 5号「出向に係る本人同意書」に関し、

出向先企業の職場見学を提案。産雇金の活用を勧奨。

【結果】令和 4 年 1 月 7日、A 社より計画届の提出。 

以上 




















































































